
 四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。  

平成２８年１２月２１日  

四日市市長  田 中 俊 行  

 

四日市市条例第５１号  

四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例  

 四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例（昭和５９年四日市

市条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第２条 本市は、四日市市、三重郡菰野

町、同朝日町及び同川越町（以下「四日

市地区広域市町村圏」と総称する。）に

居住する住民の文化、教育、福祉等の増

進に寄与するため四日市地域総合会館

あさけプラザ（以下「会館」という。）

を四日市市下之宮町２９６番地１に設

置する。 

第２条 本市は、四日市市、三重郡菰野

町、同朝日町及び同川越町（以下「四日

市地区広域市町村圏」と総称する。）に

居住する老人、勤労青少年その他住民の

文化、教育、福祉等の増進に寄与するた

め四日市地域総合会館あさけプラザ（以

下「会館」という。）を四日市市下之宮

町２９６番地１に設置する。 

  

（施設） （施設） 

第３条 会館に次に掲げる施設を置く。 第３条 会館に次に掲げる施設を置く。 

(1) 福祉施設 浴室、第１集会室、第２

集会室 

(1) 福祉施設 浴室、茶室、第１集会室、

第２集会室 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 運動施設 体育館、運動広場 (3) 運動施設 体育館、ゲートボール場 

(4) 集会施設 ホール、第１小ホール、

第２小ホール、屋外ステージ 

(4) 集会施設 ホール、小ホール、屋外

ステージ 

 (5) 創作学習施設 料理室、美術室、音



楽室、陶芸室 

(5) 展示会議施設 第１展示会議室、第

２展示会議室、第３展示会議室、第４

展示会議室、第５展示会議室 

(6) 展示会議施設 第１展示会議室、第

２展示会議室、第３展示会議室、第４

展示会議室、第５展示会議室、会議室 

(6) 創作学習施設 茶室、料理室、美術

室、音楽室、陶芸室 

 

(7) （略） (7) （略） 

 (8) その他施設 奉仕作業室、娯楽談

話室 

  

 

改正後 

 別表（第７条関係） 

 施設の名称及び区分 基本使用料（円） 備考  

 午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後４

時３０分ま

で） 

夜間 

（午後５時

３０分から

午後９時ま

で） 

全日 

（午前９時か

ら午後９時ま

で） 

 

 ホール  （略）   

 第１小ホール １，０８０ １，４００ １，８４０ ４，３２０   

 第２小ホール ８５０ １，２００ １，５３０ ３，５８０   

  （略）   

 第５展示会議室  （略）   

 茶室 ６５０ ８６０ １，０８０ ２，５９０   

 料理室  （略）   

  （略）   

 第２集会室  （略）   

 屋外ステージ  （略）   

 運動広場 無料   

  （略）  



備考 （略） 

 

改正前 

 別表（第７条関係） 

 施設の名称及び区分 基本使用料（円） 備考  

 午前 

（午前９時

から正午ま

で） 

午後 

（午後１時

から午後４

時３０分ま

で） 

夜間 

（午後５時

３０分から

午後９時ま

で） 

全日 

（午前９時か

ら午後９時ま

で） 

 

 ホール  （略）   

 小ホール １，０８０ １，４００ １，８４０ ４，３２０   

  （略）   

 第５展示会議室  （略）   

 料理室  （略）   

  （略）   

 第２集会室  （略）   

 茶室 ６５０ ８６０ １，０８０ ２，５９０   

 屋外ステージ  （略）   

 ゲートボール場 無料   

  （略）  

備考 （略） 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、別表の改正は、平成２

９年１月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市地域総合会館あさけプラザの設置及び管理に関する条例別表の規

定は、平成２９年４月１日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係

る使用料については、なお従前の例による。  



（市民文化部あさけプラザ） 


